
超過勤務のカウント方法について
（期間雇用社員を中心として）

４月からの労基法改正によって、１月に６０時間を超える超過勤務について150/100割

増賃金支給となっています。

このことについて、年末年始で６０時間を超える超勤となった方も多く、ホームページ

からのメール相談や電話相談が来ておりますので、労基署に再確認したこと及び就業規則

改正を踏まえ、計算方法について報告させていただきます。

●割増賃金率（労基法改正に伴う）

☆１ヶ月に６０時間を超える場合 ⇒ 超えた時間×150/100

☆２ヶ月間（１２月・１月）に８１時間を超えた場合

⇒ 超えた時間×130/100

☆１年間（４月１日から３月３１日）３６０時間を超えた場合

⇒ 超えた時間×130/100

●超過勤務としてカウントされる時間

☆「週休日出勤」

⇒ 「休日労働」でたとえ８時間を超え１０時間働いても超過勤務としてカウント

されない → 働いた時間数×135/100

☆ 非番日出勤

⇒ 働いた時間数全てが割増賃金

→ 賃金は 125/100（時給制契約社員・パートタイマー）

135/100（正社員・月給制契約社員）

※ なお、正社員や週４０時間勤務の期間雇用社員は「非番日出勤」は全ての時

間超過勤務としてカウントされますが、１日８時間以下の場合は「非番日」＝

超過勤務カウントとはなりません（下記参照）。

☆ 祝日出勤

⇒ 祝日出勤については、休日労働として135/100の割増賃金が支給されますが、

基本的には時間外労働です（休日労働とはいわゆる「週休日」のみ）。

⇒ しかし、祝日出勤が時間外労働として全てカウントされことになりません。

⇒ 祝日に出勤することによって週４０時間を超える場合、超過勤務としてカウン

トされるとなります。

※ 上記のような週の場合に

○例（１日８時間の場合）

① 「祝日出勤」で、非番日は非番日として休んだ

⇒ 合計の勤務時間が４０時間で超過勤務は「無」となり、祝日に働いた８

時間は超過勤務ではないことになる→当然祝日割増は支給される。

② 「祝日出勤」でその祝日に２時間超勤したが、非番日は休み、他の出勤日は

超勤がなかった場合

日 月（祝日） 火 水 木 金 土

週休 祝 出勤 出勤 非番日 出勤 出勤



⇒ 合計の勤務時間が４２時間となり２時間の超過勤務となる。

→ 祝日は休日労働ではないので、２時間分は超勤としてカウント

（しかし、祝日に勤務した１０時間全てが超勤とはならない）

③ 祝日も出勤し、非番日も出勤した場合

⇒ １日８時間を超える超過勤務がなくても、４８時間となり８時間の超勤

としてカウントされる

④ 「週休日」の出勤は「休日労働」で超過勤務としてカウントしない。

☆ １日８時間以下の勤務の場合

⇒ 例えば１日６時間勤務の場合、非番日が指定されその日を出勤して勤務した場

合、125/100の割増賃金の対象となりますが、その非番日出勤時間を含めて、週

に４０時間を超えない場合は、超過勤務としてカウントされません。

【注意！】

１，８時間出勤の場合はそう問題はないのですが、８時間以下の勤務時間の場合

は、月の超過勤務時間に非番日出勤の全ての時間がカウントされることになり

ません。

２，非番日出勤をしても，その非番日出勤で８時間を超えた時間と、非番日出勤

の時間数を含め週に４０時間を超えた時間数が超過勤務時間としてカウントさ

れます。

☆ 祝日に非番日が指定され勤務した場合

⇒ 祝日に非番日が指定され勤務した場合の賃金は（時給制契約社員）

→ 祝日割増と超過勤務割増とで → 160/100の割増

⇒ 超過勤務としてのカウントは

○ 週４０時間の勤務者

→ ８時間の超過勤務としてカウント

○ 週４０時間以下の勤務者

→ その日に出勤した時間数＋その他の日の勤務時間の総数が４０時間を

超えた時間数が超過勤務時間としてカウント（非番日出勤や祝日出勤の

時間数が、ストレートに超過勤務時間数として反映されない）

※ 労基署での再確認によりますと、法律としてみた場合に、祝日出勤及び非番日出勤と

も、割増賃金の対象となりますが、その割増賃金と超過勤務時間数とはあくまでも別の

問題ということです。

なお、単純に法律だけでいえば、休日労働とは「週休日」だけであり、「非番日」に

ついては割増賃金を支給しなければならない規定はなく、会社で定めるべきこととなり

ます（なお、当然非番日を出勤することによって週４０時間を超える場合は超勤手当の

対象です。また、郵政の場合は非番日の勤務についてはたとえ１日８時間以下の場合で

週に４０時間を超えない場合でも、非番日に出勤を命じられ勤務した場合はその勤務し

た全時間125/100の割増賃金支給です。）

「月に６０時間を超えた場合の超過勤務」という場合の「超過勤務」とは１日８時間、

週に４０時間を超えた時間のことを指す、これが法律に基づく超過勤務の考え方となり

ます。

※ 以上の計算方法となり、極めて単純にいえば、「週休廃休」を除き、１週間の勤務時

間数が４０時間を超えた分を計算して、その時間数が１ヶ月６０時間を超えた場合に、

その超えた時間数が150/100の対象となると考えて良いようです。

非正規センター（ゆい）


